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堅実経営確保のために

●賠償責任l呆険普通保険約款 (企業用)
0請負業者特約

騨
fi:

このバンフレットは、2012年 11月 1日以降に保険期間が開始するご契約を対象にしていますf



請負業者賠償責任保険のおすすめ
いおЧこ構14′小ヽ計画のもとに防災捕量を掃しておられても、思わぬナ八因により

1)故が発生し不測のtAとを与えないとも限りません。

万 ―事故が発生し射
=希
に■1害を与えたナ丹合、枝害をに対しよ宅意ある和償を行い円渕を解決を図ることは、企泰のTa用を保つうえ

で必要なことといえます。このようなI卜散に韓え、企素の安定を図るべく、「前負栞打に償責任保険」をおすすめいたします。

日冑負工亭やB口負作業を選行中に生した偶然な事故により、他人の身体や財物に損

害を与え、法律上の損害階偵買任を負担することによつて損害を被つた場合に保

険金をお支払いします。

1口 保険金をお支払いできない場合になもの)

Iぬご契約の方法

●保険契約者、被保険者の故意による事故

●地震、唄災、洪水、津波など天災や戦争、変乱、曇動などによつて生した事故

●損害贈償について第三者との間に特別な約定があるために加重された損唇

●排水または排気(煙を含みます。)によつて生じた事故

●工事に伴い発生した土地の沈下、隆起、振動、土砂崩れなどによつて生した財物損壊亨故

●被保険者が所有、使用または管理している財物に与えた損晋(たとえば、リースで借りている建設機械など)

0従業員(下睛負人の従業員を含》ます。)の業務災害に対する使用者買任〔政府労災保険の上乗せとして「労働災害

総合保険」でお引受します。〕

●仕事の終了、工事完成・引濯後、その仕事もしく|よ工事の欠陥により生眈 事故〔「牛磨物贈慣責任保険」でお引受します。〕

●騒音またはじんあしNEよる1員害ω

※「階僧責任保険善通保険約款(企業用)追加特約」が付帯されているため、免責となります。

甘Lたとぇば、次のよな事故が対象となります。
0ビルの臣上から鉄骨を
落とし、通行人を死亡

させた。

●クレーンのアームが倒れ、

作業現増に

応憩手当、阻送、診凛、治a、■田その他の緊急措Eのため
に要した費用

訴訟費用、弁田土報酬、伸戯、和解またよ旧停に関する質用
(奔社の承田が必要となります。)

0消帰器員で

0翼材がく
'イ

1、

子供に重傷を

負わせた。

(1)契約方式を選択します。
日円負業者賠償責任保険の契約方式には、次のとおり「個別契約方式」と「年間包括契約方式」ね`あります。

保 険 劇 固 1年間
工事・硝A作票の期間 (着工よIリコI温日予定日まで,1弱わ
せて保険湖間t設定し‡す。

買 的 方 法 個々の工事・:日貴作員ごとに保険t手配し
=す
。

あらか陽 対象とする工亭・嗣負作彙の範囲tl寺定しておど、

年間―括して保険と手配し
=す
。

倒lllttn方 式 年間包括興詢方式

包括契約方式は、■務の画素化、保険の付保漏れ防止の観点から効果的な契約方式であり、広くこTu用いただいて

おります。特に工事数が多い業者の方々には是非おすすめいたします。

(2)てん補限度額 (お支払い限度額)を設定します。

1事故    3億 円 1手散   5,0∽万円

1名    5,CX〕0万円相

顔

ん

度

て

服

財鞠賠償身体殖償

※保険期間中、何回事故が起こつても、このてん補限度額の

範囲内で保険金をお支払いします。

(3)免資金額(自己負担額)を設定します。
原則として、身体・財物いすれも1事故について1,000円を自己負担顔としますが、自己負担額を増顔すること

によつて保険料を劇引くことができます。

てん補限皮額 (お支払い限度額)は、睛負エ

事、睛負作業の種類、規模、周囲の状況などに

応して例えば右表のようにむ決めください。

また、身体賠償・財物階慣で失通のてん補限

度顔(6支払い限度額)を設定することも可

能です。

瞥口お支払いする保険金は… 1由
備顧 .慰出料、停欄覺なり

0損害賠償金とは別に、次の費用をお支払いできる場合があります。

損害の発生または拡大の防止のために必要または有益で

あつた員用

保険料は…
保険料は、謂負工事、日円負作業の種類およびてん摘限圧額、自己負担願などにより異なります。

たとえば、請負金額 1.000万 円

の場合

滋保険期間は、原則として正亭期間 (着工より引渡予定日まで)と′よります。工事完了が遅延した場合は、保険期間延長の手続きを

とつていただきますが、開負金額に変更がない限り、原則として副坦保険率導は不要です。

保険会社がiE級被害者と折衝する娼合に、根保険者が協カ

するに隠して支出した費用

的 ち損害の贈領■日することがでせる堀合I嗽その個刊
の保全または行使に膨夏感手続きをするために要した貴用

損害防止費用 協力協務責用 てん補限度銀

緊急箔田貴用 目B求権の保全または行使の手続き受用

約85,000円約70,000円約42,000円約25,000円保 険 料
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保険料のお見積り

免資金額 (自己負担額)

工 事 期 間
月

月千円

周囲の状況

間

万円

財 物 賠 償

て ん 補 限 度 額

(お 支払い限度額 )

身 体 賠 償

1名

1事故

]事故につき

1事故

1事故につき

年
年

日ん`ら
日まで

請 負 金 額

所   在   地

被保険者(保険の補償を受けられる方)の範囲

工事名・工事内容

暫 定 保 険 料

「生産物賠償責任保険」のおすすめ
各種の工事・作業業者などが行つた仕事の結果に起因して、これらの業者の手を離れた後に発生した事故により、他人の身体や財物に損害を与え(対人・対
物事故)、法律上の損害賠償責任を負担することによつて被る損害に対して保険金をお支払いします。
※保険の内容、お支払いする保険金、保険金をお支払いできない場合(免責事由)等の詳細につきましては、「生産物賠償賢任保険」のパンフレントをと覧笠 さい。

保険料の精算について

契 約 方 式
|

個 別 契 約 方 式
ご契約時に保険の対象となる工事。請負作業の請負金額に基づき確定した保険料をお支払いいただくため、保険期間終了後の保険料の
精算は不要です。ただし、工事期間中に請負金額の増減が発生した場合は、事前に弊社までご通知ください。ご通知がない場合は、保険
金をお支払いできないことやど契約を解除することがあ

')ま
す。なお、ご通知いただいた内容によって、保険料を返還または請求します。

年間包括契約方式

保険期間中の保険の対象となる工事・請負作業の見込請貞金額に基づいた保険料 (暫定保険料)をお支払いいただくため、保険期間満
了後に、保険期間に対応する請負金額の総額に基づいた保険料 (確定保険料)との差額を精算する手続き(確定精算)が必要にな

`Jま
す。この場合、保険期間満了後、保険料を確定するために必要な弊社所定の通知書または申告書等をご提出いただきます。なお、「請負業
者包括契約特約 (事故発生ベース・確定方式)」を付帯する場合は、上記の「確定精算」のお手続きは不要となt,ます。4↓約の詳細または
適用条件等につきましては、取扱代理店または鼻社までお問い合わせください。

万一この保険で補償される事故等が生したことを知つた場合には、下記の事項をすみやかに取扱代理店または弊社にこ運緒ください。なお、示談交渉につ

いては必す弊社とと相談いただきながらおすすめください。あらかじめ弊社の承認を得ないて質口a慣責任を岳
=め
たり、賠償金等を支払われた場合には、保険

金を削減してお支払いすることがありますのでこ注意ください。

ア事故発生の日時・場所 イ.被害者の住所・氏名 ウ.事故の原因・状況 工証人がいる場合は、その方の住所・氏名 オ.損害賠倍の請求を受けた場合は、
その内容 力.保険契約の内容(証券番号等)

1.保険証券が1か月以上経過しても届かない場合は、お手数ながら弊社へご照会くださいますようお願いいたします。
2.ご契約者のご住所などを変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社までど連絡ください。

○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護祖構」の補償対象となります。
ただし、その場合でも、引受保険会社が経営破綻したときの保険金、解約返れい金等のお支払いは、保険業法の規定に基づき一部削滅ヽされることが
あります。詳細につきましては、下記記蹴の弊社ホームページをご覧いただくか、取扱代理店または弊社までご照会ください。

O弊社は、保険契約に関する個人情報を、適切な契約のお引き受け、円滑な保険金のお支払い、付帯サービスのご提供および弊社の商品の販売等を
行うために取得。千u用し、業務委託先、再保険会社等に提供することがあ

',ま
す。詳細につきましては、下記記載の弊社ホームページをご覧いただくか、

取扱代理店または弊社までご照会ください。

●保険料お支払いの際は、弊社所定の保険料領収証を発行することとしてお
',ま
すので、お確かめください。

0このパンフレットは「請負業者贈借責任保険」の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によ↓)ますが、保険金のお支払い条件,ご契約手続き,そ

の他ご不明な点があ
',ま
したら取扱代理店または弊社にご照会ください。なお、詳しくはこの保険の「普通保険約款および特約集」「重要事項説明

督」をご覧ください。

弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領,保険契約の締結・保険料の領収,保険料領収証の発行・契約の管理業務等の代
理業務を行ってお↓Jます。したがいまして、弊社代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接ご契約されたものとな

',ま
す。

朝日火災海上保険株式会社
〒101‐8655東京都千代田区神田美土代町フ番地

TEL 03-3294211司 (大イt表 )
ホームページアドレスhttpフ /www.asahikasai.80Jp/

10お問い合わせ先

万一事故が起こつたときは一

こ契約後のご注意

188021 cp12-38(斬 )2012/114,000(SH)


